
　
4
月
7
日
㊐
は
県
議
会
議
員

　
一
般
選
挙
の
投
票
日

期
日
前
投
票

　

選
挙
当
日
に
仕

事
や
用
事
な
ど
で

投
票
に
行
け
な
い

人
は
市
役
所
、
各

支
所
で
期
日
前
投

票
が
で
き
ま
す
。

期
間　
4
月
6
日
㊏
ま
で

時
間　
8
時
30
分
～
20
時

投
票
日　
４
月
７
日
㊐　
7
時
～
18
時　
　

※ 

投
票
所
は
、
入
場
券
に
記
載
し
て
あ

り
ま
す
。
市
内
の
各
投

票
所
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局（
総
務
課
内
）  

　

 

☎（
32
）１
７
９
８

　　
人
間
ド
ッ
ク
の

　
　
助
成
受
付
を
開
始
し
ま
す

　　
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
の
加
入
者
が
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診

す
る
場
合
の
、
費
用
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
の
助

　
成
は
、
今
年
度
で
終
了
し
ま
す
。

　
高
齢
者
在
宅
介
護
用
品

　
　
　
　
　
　
　
の
購
入
助
成

　
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
を

在
宅
で
介
護
す
る
家
族
な
ど
に
、
紙
お

む
つ
な
ど
の
購
入
を
助
成
し
ま
す
。

対 

象
　
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
要
介
護
者

を
在
宅
で
介
護
す
る
家
族
な
ど
。

※
た
だ
し
、
介
護
者
が
市
在
住
で
な
い

　
場
合
に
は
要
介
護
者
が
対
象
で
す
。

・
宇
城
市
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る

・
要
介
護
３
以
上

・ 

対
象
品
目
を
常
時
使
用
し
て
い
る

対
象
品
目

紙 

お
む
つ
、
尿
取
り
パ
ッ
ド

　
※ 

今
年
度
か
ら
使
い
捨
て
手
袋
・

清せ
い
し
き
ざ
い

拭
剤・ド
ラ
イ
シ
ャ
ン
プ
ー
は
、

助
成
対
象
外
で
す
。

助 

成
額　
月
２
５
０
０
円
分
の
高
齢
者

在
宅
介
護
用
品
購
入
助
成
券
。
市
が

指
定
し
た
店
舗
で
使
用
で
き
ま
す
。

問 

高
齢
介
護
課 

高
齢
者
支
援
係

　

 

☎（
32
）１
４
０
６

　
　
宇
城
市
役
所

　
　
　
〒
８
６
９
｜
０
５
９
２

　
　
　
熊
本
県
宇
城
市
松
橋
町
大
野
85

　
本　
庁　
　
　
☎（
32
）１
１
１
１

三
角
支
所　
　
☎（
53
）１
１
１
１

不
知
火
支
所　
☎（
33
）１
１
１
１

小
川
支
所　
　
☎（
43
）１
１
１
１

豊
野
支
所　
　
☎（
45
）２
１
１
１

　
犬
の
登
録
・
注
射

　
を
忘
れ
ず
に

　
犬
の
飼
い
主
に
は
次
の
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

・
飼
い
犬
の
登
録

・
狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
年
1
回
受
け

さ
せ
る

・
鑑
札
、
注
射
済
票
を
装
着
さ
せ
る

　
引
っ
越
し
や
譲
渡
で
登
録
事
項
に
変

更
が
あ
る
場
合
や
、
犬
が
死
亡
し
た
場

合
に
は
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

衛
生
環
境
課 

衛
生
環
境
係

　

 

☎（
32
）１
５
９
８

　
松
橋
駅
西
口
に

　
　
　
駐
車
場
が
で
き
ま
し
た

　
松
橋
駅
西
口
に
24
時
間
利
用
可
能
な

有
料
駐
車
場
を
整
備
し
ま
し
た
。
４
月

１
日
㊊
か
ら
利
用
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
活

用
し
て
く
だ
さ
い
。

場
所　
不
知
火
町
御
領
７
１
９
番
地

駐
車
台
数　
49
台

利
用
料
金

※
月
極
め
で
の
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

問 

都
市
整
備
課 

都
市
計
画
係 

       

　

 

☎（
32
）１
６
９
４

　
中
央
公
民
館
は

　
不
知
火
支
所
内
に
移
転
し
ま
す

　
中
央
公
民
館
は
4
月
8
日
㊊
か
ら
不

知
火
支
所
の
１
階
に
移
転
し
ま
す
。

　
会
議
室
の
配
置
や
使
用
料
な
ど
に
つ

い
て
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問 

中
央
公
民
館 

☎（
32
）０
２
７
７

　
施
設
の
名
称
変
更
と

　
　
　
　
事
務
所
の
移
転

　　
4
月
1
日
㊊
か
ら
、
次
の
と
お
り
変

更
し
ま
す
。

名
称
変
更

　
旧　
宇
城
市
松
橋
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
新　
宇
城
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

事
務
所
の
移
転

◆
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ
移
転

　
・
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
・
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
・
市
地
域
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー

　
住
所　
松
橋
町
豊
福
１
７
８
６

問 
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

 
☎（
32
）１
３
１
６

◆
宇
城
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ
移
転

　
・
市
子
育
て
ひ
ろ
ば

　
・
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
住
所　
松
橋
町
松
橋
３
９
６
‐
１

問 

市
子
育
て
ひ
ろ
ば
、市
フ
ァ
ミ
リ
ー

　

 

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　

 

☎（
27
）５
３
５
３

　
松
合
出
張
所
の

　
業
務
内
容
を
変
更
し
ま
す

　
4
月
1
日
㊊
か
ら
、
松
合
出
張
所
で

行
う
業
務
内
容
の
一
部
を
変
更
し
ま

す
。
開
庁
時
間
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り

９
時
か
ら
16
時
ま
で
で
す
。

本庁、支所で行う業務 引き続き行う業務

・出生届、死亡届、婚姻届
　などの、戸籍に関する届
　け出
・転入届、転出届、転居届
　などの届け出
・市税などの納付
　（郵便局や金融機関など
　でも納付できます）

・戸籍証明書、印鑑証明書、　
　住民票の写しの発行
・印鑑登録
・国民健康保険、国民年金、
　後期高齢者医療、児童手当、
　医療費助成などの事務
・納付書の再発行
・所得証明書など税務関係
　諸証明書の発行

問 

不
知
火
支
所 

総
合
窓
口
課

　

 

☎（
33
）１
１
１
１

市からのお知らせ

市からの
お知らせ

後期高齢者医療保険加入者 国民健康保険加入者
受付期間 ４月10日㊌～５月31日㊎　平日　８時30分～17時15分

対象

次の全てに該当する人

 ・   後期高齢者医療の被保険者であ
る（受診日現在）

 ・   宇城市に住民登録をしている
 ・    後期高齢者医療保険料に未納が
ない

 ・   平成31年度に後期高齢者健康
診査や市国保健康診査を受診し
ていない、または受診予定がな
い

・宇城市の国民健康保険の被保険者である
・ 国民健康保険税の滞納がない世帯に属する
・   生年月日が昭和20年４月２日から平成元年４月１日までの人
・ 前年度にこの助成を受けていない
　（生年月日が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの人  
    は連続して助成可能）
・ 前年度の市健康診査（集団健診・特定健診・情報提供事業）
　 を受診した（平成31年度の市健康診査を受診する人は、受

診不可）
※ 前年度に、社会保険などで受診または自費で人間ドックを

受けた人でも、健診結果通知書などを持参すれば助成を受
けられる場合があります。

助成額 一律1万5000円 検査費用（オプション検査除く）の7割
※ 日帰り2万5000円、2日間ドック3万5000円が上限

申込場所 本庁市民課、各支所総合窓口課、松合出張所

持参物 後期高齢者医療被保険証、印鑑 国民健康保険被保険者証、印鑑
募集定員 50人 上限なし

問い合わせ 市民課  高齢者医療係 ☎32-1417 市民課  国保年金係 ☎32-1417

入
庫
か
ら

２
時
間
以
内

無
料

2
時
間
を
超
え
て

6
時
間
以
内

1
時
間
ご
と
に

１
０
０
円

6
時
間
を
超
え
て

24
時
間
ま
で

５
０
０
円

24
時
間
を
超
え
て

24
時
間
ご
と

５
０
０
円
加
算

25 広報うき 2019・4・1 24広報うき 2019・4・1




